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① 会社の支配に関する基本方針
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１．会社の支配に関する基本方針

Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、2019年５月16日、金融商品取引法違反（虚偽有価証券報告書の提出罪）
の嫌疑で、証券取引等監視委員会による強制調査及び横浜地方検察庁による強制捜
査を受けました。この事態を重く受け止め、５月30日に外部専門家で構成される第
三者委員会を設置、その調査結果を踏まえ、８月１日に2014年３月期の第４四半期
以降の決算を訂正、また、８月23日に再発防止策の骨子を公表しました。その後、
株式会社東京証券取引所から９月20日付で特設注意市場銘柄に指定されました。こ
の事態を深く反省し、自ら網羅的に再点検するとともに、外部の専門家の再点検等
を受け、11月14日に過年度の決算を訂正しました。更に、2020年１月29日に再発
防止に向け、「改善計画・状況報告書」を公表しました。本計画に基づき、コーポレ
ート・ガバナンス体制の刷新、コンプライアンス意識の醸成とともに、需要創造に
向けた施策を実施する一方、子会社の整理・統合、有利子負債の圧縮、不採算事業
のダウンサイジングなど、利益を生み出すための体質強化を図り、グループの収益
力改善に努めてきました。
６月16日には、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対し
て、当社に対する24百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、６月18
日付で審判手続開始決定通知書を受領、９月10日付で金融庁長官より24百万円の課
徴金納付命令の決定を受けました。当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に
従い、国庫に納付いたしました。
９月23日には、内部管理体制確認書を株式会社東京証券取引所に提出し、指定解
除の可否に係る審査を受けた結果、当社の内部管理体制について相応の改善がなさ
れたと認められ、12月19日付で当社株式の特設注意市場銘柄の指定が解除されまし
た。
また、上記嫌疑にて2019年８月14日に元代表取締役の2名とともに横浜地方検察

庁に起訴され、2021年３月12日に、当社は横浜地方裁判所にて両罰規定により罰金
10百万円に処するとの判決を受けました。当社取締役会は、弁護士らと慎重に協
議・検討した結果、様々な理由等を総合的に勘案し、本判決に対する控訴をしない
ことを決議いたしました。
引き続きコーポレート・ガバナンス体制と企業風土の再構築を図るとともに、収
益力の改善に努め、企業価値を向上させることにより、株主、投資家の皆様及び関
係者の皆様、社会からの信頼回復に向けて取り組んでまいります。
他方、従前より、当社はその株式を上場し自由な取引を認める以上、支配権の移
転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様
の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社は、大量取得行為であ

― 1 ―

2021年05月25日 14時34分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



っても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否
定するものではありません。
しかしながら、大量取得提案の中には、①買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、
企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主の皆
様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主
の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代
替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値
ひいては株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源
泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な確保・向上
に資する者であるべきであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する
おそれのある大量取得提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す
る者として適当ではないと考えます。したがって、このような者による大量取得行
為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を確保する必要があると考えます。
上記のとおり当社がコーポレート・ガバナンス体制の根本的な改善・再構築に努
めている現状においても、以上の基本方針に異なるところはないものと考えており
ます。

Ⅱ 具体的な取組み

（A）当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資
する特別な取組みについて

当社は、以下のような取組みを行い、さらなる企業価値の向上を図ってまいり
ます。
【主な取組み】
世界規模での気候変動やそれに伴う自然災害の激甚化、加えて新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴い、環境意識の高まりや急速なＤＸ（デジタルトランスフォ
ーメーション）化など、企業を取り巻く環境は想定を超えるスピードで変化して
おります。当社の事業領域である住宅関連業界においても、人口減少や少子高齢
化等の人口動態の変化をはじめ、住まい方に対する消費者の価値観の転換など、
需要構造は大きく変化しており、その対応が急務となっております。更に、
「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けては、住宅・建築業界及び木材業
界に求められる役割は非常に大きいものとなっております。
こうした中、創立70周年を迎えた当社は、次期を「新創業」の年と位置付け、
事業環境の大きな変化を新たな企業価値創造の機会としてとらえ、以下を基本方
針として、経済価値のみならず、ＳＤＧｓやＥＳＧ経営を通じて社会価値・環境
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価値を重視し、様々な社会課題解決の一翼を担うことで、持続的な成長及び更な
る企業価値の向上を実現してまいります。

① 積極的な木材利用の促進及び良質な住宅の供給等を通じて持続的な成長を実現
するとともに、地球温暖化防止等の環境問題への取り組みや持続可能な社会の
形成に貢献するなど、経済価値・社会価値・環境価値を創出するＳＤＧｓ及び
ＥＳＧ経営への取り組みを強化し収益性を向上させることで、より企業価値を
高めてまいります。

② 持続可能な社会の構築に向けた取り組みとして、我が国の潤沢な資源であり、
地球温暖化対策として重要な役割を担う木材の取り扱いを強化するほか、木造
及び木質化された建築物の普及に努めます。

③ 耐震・健康・省エネに配慮した良質な住宅の供給を継続しつつ、少子高齢化の
進行により住宅ストック数が世帯数を上回る時代に対応していくために、住宅
ストックの活用及び既存住宅流通に係る事業の比重を高めてまいります。

④ 事業戦略の実現に向けて、ＩＴ活用による業務の効率化や生産性の向上を図る
ほか、ＤＸによる新サービスの開発や新たなビジネスモデルの構築など、競争
優位性の確立に向けた取り組みを推進いたします。

また、当社は、持続的な企業価値の向上を図り、株主の皆様をはじめ当社グル
ープに関係する方々への利益の還元及び社会貢献に努めていく上で、コーポレー
ト・ガバナンス体制の強化・充実を重要課題として位置づけています。さらに、
上記Ⅰで述べたとおり、コーポレート・ガバナンス体制の根本的な改善・再構築
に努めております。その主な施策は以下のとおりです。
① 当社を中核事業会社とするコーポレート・ガバナンス体制の再構築
当社は、2020年３月31日付で、主要子会社であったナイス株式会社を吸収合併

（同日付で当社商号をナイス株式会社に変更）し、当社を中核事業会社とする体制
でコーポレート・ガバナンス並びにグループの競争力の強化を図り、企業価値の
向上に努めております。
② 社外からの経営監視機能の強化
当社は、経営に対する監督機能を強化するため、４名の社外取締役を選任して

おります。
また、監査役５名のうち４名は独立性の高い社外監査役とし、経営の健全性及

び意思決定のプロセスに対する監査機能の強化を図っております。
加えて、2017年３月に取締役会の任意の諮問機関として独立役員を主要な構成
員として設置した「指名・報酬委員会」について、役員の指名・報酬等に係る取
締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化、あわせて当社のコーポレー
ト・ガバナンスの一層の充実を図るため、2020年６月に同委員会のメンバーの見
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直しを行い、社外取締役４名・社内取締役１名の体制とした上で、特に重要な事
項に関する検討に当たり社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、2019年11月以降、社外役員のみが出席する社外役員連絡会を四半期に
１回開催することとし、社外役員間の情報共有とともに意見の整理を行い、取締
役会での議論に役立てています。
③ 監査体制及び管理部門の強化
2019年９月以降、監査方針の明確化、監査役直属の新たな組織としての監査役

室の設置、監査役と会計監査人及び内部監査室との連携強化等の施策を行い、監
査体制の強化を図っております。
また、2019年５月以降、内部監査室、法務部門、人事部門及び経理部門につい
て人員を増員するなど、管理部門の強化を図っております。

④ 取締役の任期
当社は、取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる機

動的な経営体制を確立し、より経営の透明性を図るため、取締役の任期を１年と
しております。
⑤ コンプライアンスの徹底
コンプライアンスについては、全役職員に向けたコンプライアンス研修や、新
入社員研修、管理職研修、全社による方針発表会などの場を通じてその意義の理
解と浸透を図り、遵守の徹底を行っております。
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（B）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支
配されることを防止するための取組み

当社は、2020年５月29日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行
為に関する対応策を、第71回定時株主総会における株主の皆様の承認を条件とし
て更新することを決議し（以下、更新後の対応策を「本プラン」といいます。）、
同定時株主総会において本プランを更新することの承認を得ております。
本プランは、当社株式に対する大量取得行為等が行われた際に、当社取締役会
が株主の皆様に代替案を提案し、あるいは株主の皆様がかかる大量取得行為等に
応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のた
めに交渉を行うこと等を可能とするものであり、また、基本方針に沿って、当社
の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としています。
本プランは、（i）当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割
合が20％以上となる買付、又は（ii）当社が発行者である株券等について、公開
買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が
20％以上となる公開買付け（以下、併せて「買付等」といいます。）を対象とし
ます。
当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等を行う買付者等には、
当社取締役会が別途認めた場合を除き、買付等の実行に先立ち、買付等の内容の
検討に必要な情報及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載し
た書面の提出を求めます。その後、買付者等から提出された情報や当社取締役会
からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案（もしあれば）が、当社経営
陣から独立した者から構成される独立委員会に提供されます。独立委員会は、原
則として最長60日間の検討期間を設定し、その間、買付等の内容の検討、当社取
締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する当社取締役会
の代替案の提示等を行います。独立委員会は、必要があれば、外部専門家等の助
言を独自に得ることができます。当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から
情報が提供された事実、独立委員会による検討が開始した事実等について、株主
に対する情報開示を行います。
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又
は当該買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買
付等が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれの
ある買付等であるなど、本プランに定める新株予約権の無償割当ての要件のいず
れかに該当すると判断し、かつ、以下に記載する内容の新株予約権の無償割当て
を実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会規則に従い、当社
取締役会に対して、かかる新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。
また、独立委員会は、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判
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断する場合でも、新株予約権の無償割当ての実施について株主総会の決議を得る
ことが相当であると判断するときは、当社取締役会に、株主総会の招集、新株予
約権無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告するものとします。当社は、独
立委員会が勧告等を行った場合、当該勧告等につき情報開示を行います。
この新株予約権は、１円（又は当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限と
して当社取締役会が新株予約権無償割当ての決議において定める金額）を払い込
むことにより、原則として当社株式１株を取得することができるものですが、買
付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。また、
当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することがで
きる旨の取得条項が付されており、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、
新株予約権１個と引換えに、原則として当社株式１株が交付されます。当社取締
役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施も
しくは不実施の決議、又は株主総会の招集を行うものとします。当社取締役会は、
上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判
断する事項について、情報開示を行います。新株予約権の行使又は当社による取
得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者
等の有する当社の議決権割合は、最大２分の１まで希釈化される可能性がありま
す。
本プランの有効期間は、2023年３月末日に終了する事業年度に関する定時株主
総会の終結の時までです。
但し、当該有効期間の満了前であっても、（i）当社の株主総会において本プラ
ンにかかる新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への
委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、（ii）当社取締役会により本プラ
ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるこ
とになります。
本プランの有効期間中であっても、新株予約権の無償割当てが実施されていな

い場合、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。
他方、本プランが発動され、新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主の
皆様が、新株予約権行使の手続を行わないと、その保有する当社株式全体の価値
が希釈化される場合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権
の取得を行った場合、原則として、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈
化は生じません。）。
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Ⅲ 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

前記Ⅱ（A）に記載した企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナン
スの強化といった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的
に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資
するものです。
したがって、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損な
うものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありま
せん。
前記Ⅱ（B）に記載した本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合
に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会
が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様の
ために買付者等と協議・交渉等を行うことを可能とすることにより、当社の企業価
値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。特
に、本プランは、株主総会において本プランに係る委任決議がなされることにより
更新されたものであること、その内容として合理的かつ詳細な客観的要件が設定さ
れていること、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会が設置されてお
り、本新株予約権の無償割当ての実施等に際しては必ず独立委員会の判断を経るこ
とが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得る
ことができるとされていること、有効期間が３年と定められた上、株主総会又は取
締役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客観
性が担保されており、高度の合理性を有し、当社株主共同の利益を損なうものでは
なく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の状況

連結子会社の数 39社
主要な連結子会社の名称 ナイスコミュニティー㈱

ＹＯＵテレビ㈱
なお、新たに設立したＳＤロジ㈱を当連結会計年度より連結の範囲に含めております。ま

た、ナイスコミュニティーサービス㈱と合併したナイスリフォームプラザ㈱、ナイスプレカ
ット㈱と合併したパワービルド㈱、ナイスユニテック㈱と合併したフェニーチェ東北ホーム
㈱及びパワーホーム大阪㈱、ロジステム㈱と合併した協立商事㈱及びロジステムインターナ
ショナル㈱、ＳＤロジ㈱と合併したアットスマイ㈱、ゼニヤニシサダ㈱及びロジステム㈱、
ナイス沖縄㈱と合併したナイスビジネスサポート㈱、Suteki Europe NVと合併したSuteki
France SAS、Nice Inc.と合併したSuteki America Corp.、清算結了したパヴァテックス
ジャパン㈱、カネハナ住材㈱、すてきローンセンター㈱、プレステージホーム東京㈱、新ニ
ッポン建材㈱、不動産経済ビジネスセンター㈱、中央住材㈱、ワンダーフォーム㈱、ザナッ
ク設計コンサルタント㈱、持分比率が減少した横浜不動産情報㈱を当連結会計年度より連結
の範囲から除外しております。
連結の範囲から除外するまでのナイスリフォームプラザ㈱、パワービルド㈱、フェニーチ

ェ東北ホーム㈱、パワーホーム大阪㈱、協立商事㈱、ロジステムインターナショナル㈱、ア
ットスマイ㈱、ゼニヤニシサダ㈱、ロジステム㈱、ナイスビジネスサポート㈱、Suteki
France SAS、Suteki America Corp.、パヴァテックスジャパン㈱、カネハナ住材㈱、す
てきローンセンター㈱、プレステージホーム東京㈱、新ニッポン建材㈱、不動産経済ビジネ
スセンター㈱、中央住材㈱、ワンダーフォーム㈱、ザナック設計コンサルタント㈱、横浜不
動産情報㈱の損益を連結しております。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の状況

持分法を適用した関連会社の数 4社
主要な関連会社の名称 横浜不動産情報㈱
なお、持分比率の減少に伴い、横浜不動産情報㈱を当連結会計年度より持分法適用の範囲に
含めております。

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
主要な関連会社の名称 ナイス小豆島オリーブの森㈱
持分法を適用しない理由 持分法を適用しない関連会社は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ
て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影
響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため
であります。

（3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る
計算書類を使用しております。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、プロパティオン㈱他3社の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。な
お、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。ま
た、ロジステム㈱、協立物流㈱及びTSロジステム㈱は当連結会計年度より決算日を従来の12月
31日から３月31日に変更いたしましたので、ロジステム㈱(2021年３月31日付でSDロジ㈱と合
併)は2020年１月１日から2021年３月30日、他2社は2020年１月１日から2021年３月31日まで
の15ヶ月間の計算書類を使用して連結計算書類を作成しております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの……………………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法
②棚卸資産
商品及び販売用不動産………………国内連結会社は主として個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）
在外連結子会社は個別法による低価法

未成工事支出金………………………個別法による原価法
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）……国内連結会社は主として定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を
除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については定額法
なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定す
る方法と同一の基準
在外連結子会社は見積耐用年数に基づく定額法

②無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法

③リース資産……………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度の負担すべき支給見込額を計上しておりま
す。
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（4）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時の差異の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定率法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）に基づく定率法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する
こととしております。

③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行
基準を適用し、その他の工事については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行
基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっており
ます。

（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。なお、在外連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物
為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上
しております。

（7）重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替予約については振当処理の要件を満たして
いる場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処
理を採用しております。

（8）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象
外消費税等は、期間費用として処理しております。
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連結貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務
（1）担保資産

販売用不動産 1,243百万円
建物及び構築物 5,019百万円
機械装置及び運搬具 57百万円
土地 24,693百万円
投資有価証券 3,892百万円

計 34,906百万円
（2）担保付債務

短期借入金 14,865百万円
長期借入金 23,857百万円

計 38,722百万円
２. 有形固定資産の減価償却累計額 36,132百万円
３．偶発債務

保証債務
顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了等までの間の金融機関借入債務に対する
連帯保証債務 1,058百万円

４．当社は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地
の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定
める地価税の計算のために公表された方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法
再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

6,596百万円
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５．貸出コミットメント契約及びタームローン契約
(1)当社は、主要取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

　 (単位:百万円)
当 連 結 会 計 年 度

貸出コミットメントの総額 11,900

借 入 実 行 残 高 5,092

差 引 額 6,808
(2)当社は、主要取引金融機関とシンジケーション方式によるタームローン契約を締結して
おります。
この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

　 (単位:百万円)
当 連 結 会 計 年 度

タ ー ム ロ ー ン の 総 額 6,419

借 入 実 行 残 高 6,419

差 引 額 －
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式及び自己株式に関する事項

（単位：株）
当連結会計年度期首
株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

発 行 済 株 式
普 通 株 式 9,656,119 － － 9,656,119

自 己 株 式
普 通 株 式 （注） 278,836 83,608 － 362,444

（注）自己株式の増加には、連結子会社が保有する当社株式82,991株を含めて記載しております。

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

無配のため、該当事項はありません。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

決 議 株 式 の
種 類

配 当 金
の 総 額

配 当 の
原 資

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会 普通株式 281百万円 利益剰余金 30円 2021年

３月31日
2021年
６月30日

（注）１株当たり配当額には、記念配当15円が含まれております。
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、社債の発行及び銀行等金融機関
からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理等を定めた社内規程に沿ってリスク低
減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ご
とに時価の把握を行っております。
社債及び借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長
期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して将来の金利上昇リスクをヘッジ
しております。なお、デリバティブは社内取扱要領に従い、実需の範囲で行うこととしておりま
す。

２．金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額
については、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計 上 額 （※ 1） 時 価 （※1） 差 額

（１）現 金 及 び 預 金 27,831 27,831 －

（２）受 取 手 形 及 び 売 掛 金 36,226 36,226 －

（３）投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 4,683 4,683 －

（４）長 期 貸 付 金 1,004 1,010 5

（５）支 払 手 形 及 び 買 掛 金 （32,373） （32,373） －

（６）短 期 借 入 金 （25,225） （25,225） －

（７）1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 （40） （40） －

（８）未 払 法 人 税 等 （624） （624） －

（９）社 債 （80） （79） △0

（10）長 期 借 入 金 （25,545） （25,517） △28

（11）デリバティブ取引 (※２) 47 47 －

※１ 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
※２ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、（ ）で示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産
（１）現金及び預金、並びに（２）受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。

（３）投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

（４）長期貸付金
長期貸付金の時価については、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を国債の利回
り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によって算定
しております。
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負債
（５）支払手形及び買掛金、（６）短期借入金、（７）1年内償還予定の社債、並びに（８）未払

法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。

（９）社債
社債の時価については、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味し
た利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（10）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（11）デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提示された価格等に基づき算定
しております。また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている
長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含
めて記載しております。

（注）２．非上場株式（連結貸借対照表価額1,528百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
ュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、「（３）投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

１株当たり情報に関する注記
１. １株当たり純資産額 3,904円25銭
２. １株当たり当期純利益 216円09銭
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの……………………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法
（2）棚卸資産

商 品…………………………木材・躯体については個別法による原価法（貸借対照表価
額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
その他の商品については先入先出法による原価法（貸借対
照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

販売用不動産…………………………個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金…………………………個別法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産…………………………定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備
を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法
なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定す
る方法と同一の基準

（2）無形固定資産（自社利用ソフトウェア）……社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
（3）長期前払費用…………………………定額法
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、当期の負担すべき支給見込額を計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

４．完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適
用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を
適用する工事の当期末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。

６．ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替予約については振当処理の要件を満たしてい
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る場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を
採用しております。

７．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外
消費税等は、期間費用として処理しております。
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貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務
（1）担保資産

販売用不動産 1,243百万円
建物 4,821百万円
機械及び装置 57百万円
土地 24,176百万円
投資有価証券 3,871百万円

計 34,169百万円
（2）担保付債務

短期借入金 14,532百万円
長期借入金 23,671百万円

計 38,204百万円
２. 有形固定資産の減価償却累計額 19,932百万円
３．偶発債務
保証債務

　 顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記完了等までの間の金融機関借入債務に対する
連帯保証債務 1,058百万円

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 8,324百万円
長期金銭債権 1,332百万円
短期金銭債務 2,968百万円
長期金銭債務 122百万円

５．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価
を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定
める地価税の計算のために公表された方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法
再評価を行った年月日 2002年３月31日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

6,547百万円
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６．貸出コミットメント契約及びタームローン契約
(1)主要取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

　 (単位:百万円)
当 事 業 年 度

貸出コミットメントの総額 11,900

借 入 実 行 残 高 5,092

差 引 額 6,808
(2)主要取引金融機関とシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

　 (単位:百万円)
当 事 業 年 度

タ ー ム ロ ー ン の 総 額 6,419

借 入 実 行 残 高 6,419

差 引 額 －
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損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

売上高 11,533百万円
仕入高 4,567百万円
その他の営業取引 3,284百万円
営業取引以外の取引高 4,820百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
１．自己株式に関する事項

（単位：株）

当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普 通 株 式 278,836 617 － 279,453

（注）普通株式の増加617株は、単元未満株式の買取りであります。

税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
有形固定資産 516百万円
販売用不動産 136百万円
投資有価証券 502百万円
賞与引当金 362百万円
貸倒引当金 273百万円
繰越欠損金 2,067百万円
その他 131百万円
繰延税金資産小計 3,990百万円
評価性引当額 △3,327百万円
繰延税金資産合計 662百万円
繰延税金負債
有形固定資産 △81百万円
土地圧縮積立金 △87百万円
償却資産圧縮積立金 △36百万円
前払年金費用 △505百万円
その他有価証券評価差額金 △222百万円
その他 △23百万円
繰延税金負債合計 △956百万円
繰延税金資産の純額 △293百万円
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関連当事者との取引に関する注記
１．子会社等

（単位：百万円）
種 類 会社等の名称 議決権等の所有

（被所有）割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社

リナイス㈱ 所有
間接 100.0％ 資 金 の 貸 付 資 金 の 貸 付 ( 注 2) 1,056

流 動 資 産
「そ の 他」 1,747

関係会社長期貸付金 212

ナイスプレカ
ット㈱

所有
直接 100.0% 役 員 の 兼 任

原材料の有償支給
原材料の有償支給(注3) 6,275 流 動 資 産

「そ の 他」 1,828

（注）１．取引金額等には、消費税等は含まれておりません。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
３．原材料の有償支給については、市場価格等を勘案して一般的な取引条件と同様に決定して
おります。

１株当たり情報に関する注記
１. １株当たり純資産額 3,669円03銭
２. １株当たり当期純利益 585円30銭
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